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理

由

近
年
に
お
け
る
犯
罪
の
国
際
化
及
び
組
織
化
の
状
況
に
鑑
み
、
並
び
に
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条

約
の
締
結
に
伴
い
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
犯
罪
集
団
に
よ
る
実
行
準
備
行
為
を
伴
う
重
大
犯
罪
遂
行
の
計
画
等

の
行
為
に
つ
い
て
の
処
罰
規
定
、
犯
罪
収
益
規
制
に
関
す
る
規
定
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


